
ｅＬＴＡＸ操作マニュアル（抜粋版）
初期登録（利用届出の提出～口座情報の登録）

熊本国税局・地方税共同機構
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０１ ｅＬＴＡＸとは

地方税の申告・申請・納税などの手続

▶ 紙の申告書で手続を行う場合
それぞれの地方公共団体で行う必要がある

▶ ｅＬＴＡＸで手続を行う場合
電子的な１つの窓口による手続が可能

▶ 電子申告をはじめｅＬＴＡＸのサービスは無料で利用可能です。
▶「ＰＣｄｅｓｋ」というｅＬＴＡＸ対応ソフトウェアを無償で利用可能です。
▶ ＰＣ環境やインターネット接続環境、必要に応じて電子証明書などを事前に準備する必要があります。

ｅＬＴＡＸのサービスは無料で利用可能

受付窓口の一元化

▶ 利用者が作成した申告データ等をインターネット送信すると、システム上で申告データ等から提出先を判断して
それぞれの地方公共団体へ送信します。

▶ 申告データ等の受付結果は、メッセージボックスからすべての受付結果を確認することが可能です。

地方税ポータルシステムの呼称で、地
方税における手続をインターネットを
利用して電子的に行うシステムです。

ｅＬＴＡＸとは

ｅＬＴＡＸの特徴
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事業者
（給与支払い報告書提出義務者）
ｅＬＴＡＸを利用しない場合 ｅＬＴＡＸを利用した場合



０２ 利用までの流れ

地方税における手続を行うためには以下の事前準備が必要になります。

01 パソコン環境の準備

02 インターネットブラウザの設定

03 署名用のプラグインをインストール

04 e-mailアドレスの準備

05 電子証明書の準備

06 利用者ＩＤの取得（利用届出の提出）

地方公共団体からのお知らせや、申告データの送付等に係る手続完了通知などの連絡がメールに届きます。

申告データ等を送信する際に、電子証明書による電子署名を行います。
※「電子申告」や「納税」の手続を税理士に依頼し、利用者ＩＤの取得のみを行う場合は電子証明書は不要です。

ＰＣｄｅｓｋ（Ｗｅｂ版）から利用届出（新規）を実施し、利用者ＩＤを取得します。

推奨環境の詳細については、こちらから ⇒

設定の詳細については、こちらから ⇒

インストールの詳細：スライド「03操作方法 事前セットアップ」参照

※税理士関与有りの場合

税理士が申告等手続を行ってい
るケースが多いと想定されます。そ
の場合、利用者ＩＤは取得済み（税
理士が把握）していると思われます
ので、税理士へご確認ください。

また、申告を税理士が行っている
ことから、「ｅ－ｍａｉｌアドレス
の準備」設定画面について当資料で
は省略します。

利用ＩＤ取得までのフロー
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https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/pckankyou/
https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/pckankyou/


①

②

検索サイトで「eLTAX」を検索し、
赤枠の「Pcdesk（WEB版）」をクリックし
ます。

左記の画面が表示されるので、事前準備
セットアップを行います。

０３ 操作方法 – 事前準備セットアップ等 03 署名用プラグインのインストール
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※署名用プラグイン
のインストールの
ＨＰはこちらから

https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/syomei/


③

④

「署名用プラグイン」をインストールしま
す。

※左図は「MicrosoftEdge」版を
インストールする場合を表示

０３ 操作方法 – 事前準備セットアップ等 03 署名用プラグインのインストール
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ダウンロード後、ファイルを開き、
事前準備セットアップを完了させます。



⑤

⑥

左図の画面が表示されるため、ｅＬＴＡＸ
ＰＣｄｅｓｋ（ＷＥＢ版）拡張機能を入手
します。

０３ 操作方法 – 事前準備セットアップ等 03 署名用プラグインのインストール

０１ｅＬＴＡＸとは ０２利用までの流れ
０３操作方法

事前セットアップ
０４操作方法

利用届出書の提出
０５操作方法

提出先の追加
０６操作方法

口座情報の登録

左図の画面が表示されるので、「拡張機能
の追加」を行います。



⑦

⑧

拡張機能が追加された旨が表示されます。
追加されたことを確認する場合には、
「…」をクリックします。

０３ 操作方法 – 事前準備セットアップ等 03 署名用プラグインのインストール
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次に「拡張機能」をクリックすると、「ｅ
ＬＴＡＸ ＰＣｄｅｓｋ（ＷＥＢ版）拡張
機能」が追加されたことが表示されます。

画面を閉じ、ログイン画面から、利用者Ｉ
Ｄ及び暗証番号を入力しログインします。
利用者ＩＤ未取得の場合は、利用届出の提
出が必要になります。



！！注 意！！
～利用者ＩＤを取得する前に～

①

「利用届出（新規）」をクリックします。

０４ 操作方法 – 利用届出書の提出 06 利用者ＩＤの取得（利用届出書の提出）

利用届出を提出することにより利用者ＩＤが発行されます。
利用者ＩＤは複数発行することはできないため、すでに利用者ＩＤ済みでないか確認してください。

税理士の関与がある場合は、関与税理士に必ず確認してください。

利用届出（新規）の開始
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③

「同意する」をクリックします。

０４ 操作方法 – 利用届出書の提出 06 利用者ＩＤの取得（利用届出書の提出）

②

「納税者（個人）」または、
「納税者（法人）」をクリックします。
※左図では「納税者（法人）」

をクリックします。

利用規約の確認

利用種別の選択
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⑤

主たる提出先となる地方公共団体を選択し、
「次へ」をクリックします。
※「利用者メニュー」の「提出先・手続変
更」から、他の地方公共団体についても提
出先として追加登録可能です。

※提出先の追加登録については、
「05操作方法‐提出先の追加」参照

０４ 操作方法 – 利用届出書の提出 06 利用者ＩＤの取得（利用届出書の提出）

④

利用者の情報を入力し「次へ」をクリック
します。

提出先の選択

利用者情報の入力

【注意】
「次へ」は入力したメールアドレスのテス
ト送信確認後、クリックできます。

【Ｐｏｉｎｔ】
税理士等の代理人にデータの作成・送信
を依頼している納税者の場合「関与税理士
情報」の「関与税理士の有無」で「関与税
理士有り」を選択し必要項目を入力するこ
とで、電子署名の付与を省略できます。
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利用税目等を選択し「追加」を
クリックし、「次へ」をクリック
します。

０４ 操作方法 – 利用届出書の提出 06 利用者ＩＤの取得（利用届出書の提出）

⑥ 提出先・手続情報の入力
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⑦

入力した利用種別及び利用者情報等の内容
を確認し、「次へ」をクリックします。

※修正したい内容がある場合、各項目に表
示されている修正用ボタンをクリックし
て修正します。

０４ 操作方法 – 利用届出書の提出 06 利用者ＩＤの取得（利用届出書の提出）

【その他機能】
「印刷」
入力した利用届出の内容を印刷できます。

「保存」
・現在までの入力内容を一時保存できます。
・後から保存データを読み込み作業を再開
することができます。

入力内容の確認
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⑧「電子署名付与の選択」画面が表示された場合
電子証明書を付与したい場合
⇒
※ここでは電子署名の付与方法は省略
します。

電子証明書を持っていない場合
または
税理士等の代理人にデータの作成・
送信を依頼している場合
⇒
※電子署名を省略して送信可能します。

０４ 操作方法 – 利用届出書の提出 06 利用者ＩＤの取得（利用届出書の提出）

「利用者情報入力」画面の「関与税理士の有無」で「関与税理士有り」を選択した場合、
上記画面が表示されます。

【Ｐｏｉｎｔ】
納税手続では電子証明書は不要です。

電子署名

０１ｅＬＴＡＸとは ０２利用までの流れ
０３操作方法

事前セットアップ
０４操作方法

利用届出書の提出
０５操作方法

提出先の追加
０６操作方法

口座情報の登録



⑨
送信が完了し、利用届出がポータル
センタに送信されると、左図のよう
に結果が表示されます。

表示されている「利用者ＩＤ」と
「暗証番号」を使用してｅＬＴＡＸ
を利用します。

０４ 操作方法 – 利用届出書の提出 06 利用者ＩＤの取得（利用届出書の提出）

完了（送信結果の確認）
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①

メインメニュー（ログイン）画面から
「利用者メニュー」タブを選択し、
「提出先・手続変更」をクリックします。

０５ 操作方法 – 提出先の追加 （納付先市区町村の追加）

使用するメニュー

利用者がｅＬＴＡＸを利用して電子申告・納税を行うには、提出先の①地方公共団体ご
と②税目（手続き）ごとに利用届出を行う必要があります。
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②

現在登録されている提出先・手続き
情報が一覧表示されます。
「追加」をクリックします。

０５ 操作方法 – 提出先の追加 （納付先市区町村の追加）

提出先・手続きの確認
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③

・提出先選択で「都道府県」、「市町村」、
「申告税目」、「区・事務所等」の検索
条件を指定して「検索」をクリックする
と、画面中央に提出先候補一覧が表示さ
れます。（③－１）

０５ 操作方法 – 提出先の追加 （納付先市区町村の追加）

提出先・手続きの追加

・画面中央に表示された提出先候補一覧で
追加する提出先・手続き情報を選択して
「追加」をクリックすると、選択した提
出先・手続き情報が④の「追加対象提出
先」に追加されます。（③－２）
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③－１

・提出先選択で「都道府県」、「市町村」、
「申告税目」、「区・事務所等」の検索
条件を指定して「検索」をクリックする
と、画面中央に提出先候補一覧が表示さ
れます。

０５ 操作方法 – 提出先の追加 （納付先市区町村の追加）

提出先・手続きの追加

③－２
・画面中央に表示された提出先候補一覧で

追加する提出先・手続き情報を選択して
「追加」をクリックすると、選択した提
出先・手続き情報が画面下部の「追加対
象提出先」に追加されます。
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④

・提出先の地方公共団体に係る事業所名及
び課税地の入力します。画面下部の「追
加対象提出先」の提出先・手続き情報を
選択して事業所名及び課税地（住所）を
入力し、「反映」をクリックします。

「追加対象提出先」に反映されます。

０５ 操作方法 – 提出先の追加 （納付先市区町村の追加）

課税地等の入力
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⑤

「追加対象提出先」に変更内容が反映され
ていることを確認し、追加する提出先・手
続き情報を確認して「次へ」をクリックし
ます。

０５ 操作方法 – 提出先の追加 （納付先市区町村の追加）

変更内容の確認
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⑥

納税者等本人が提出先・手続き情報の変更
を行う場合は、電子署名は不要です。
代理人が納税者切替を行って、納税者等の
提出先・手続き情報を変更する場合のみ、
電子署名の付与が必要になります。

※当マニュアルでは省略します。

０５ 操作方法 – 提出先の追加 （納付先市区町村の追加）

電子署名の付与

送信結果の確認

送信が完了すると、提出先・手続き情報の
変更の送信結果が表示されます。表示され
た内容を確認します。
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ダイレクト方式とは、事前に登録した預貯金口座からの振替で納付する収納方法です。

【メリット】
・納付日の指定（最⾧120日先まで）ができます。

・インターネットバンキングと異なり、納付時に金融機関の暗証番号が不要のため、
税理士等代理人への委託が容易になります。

01 口座情報を登録する

02 「依頼書」を金融機関に郵送する

03 登録状況を確認する

【注意事項】
・ダイレクト方式の対応可否や利用可能な口座種別、登録に要する日数等、
取扱い条件は、金融機関により異なりますので、事前にご確認ください。

・口座情報を入力する際、以下の点にご注意ください。
①金融機関への届出内容通りに入力すること。
②法人名称から入力（ゆうちょ銀行をご利用のお客さまは、法人名称のみ入力）すること。
③入力できない文字がある場合、金融機関に入力方法を確認すること。

・①金融機関提出用 ②ご利用様控え用 ③宛名ラベル の３枚が出力されます。
・封筒に宛名ラベルの「金融機関送付先」と切手を貼付し、金融機関提出用を郵送します。

【注意事項】以下の点にご注意ください。
・返信用封筒は同封しないこと。（同封しても何も返送されない）
・複数の金融機関の依頼書を一緒に送らないこと。（宛先は金融機関ごとに異なる）

・金融機関の審査翌日に、メッセージボックスに結果が通知されます。

０６ 操作方法 – 口座情報の登録

画面:納税メニュー＞口座情報の登録

画面:口座情報登録結果＞申込用紙印刷

画面:メッセージ照会＞メッセージ照会（本人）

０１ｅＬＴＡＸとは ０２利用までの流れ
０３操作方法

事前セットアップ
０４操作方法

利用届出書の提出
０５操作方法

提出先の追加
０６操作方法

口座情報の登録

口座登録までのフロー



①

「メインメニュー（ログイン）」画面で
「納税メニュー」をクリックし、表示され
た「納税メニュー」画面か
ら「口座情報の登録」をクリックします。

０６ 操作方法 – 口座情報の登録

使用するメニュー

ダイレクト方式で納付手続きを行う場合は、使用する口座情報をあらかじめ登録しておく必要があ
ります。口座は最大10 口座まで登録できます。

０１ｅＬＴＡＸとは ０２利用までの流れ
０３操作方法

事前セットアップ
０４操作方法

利用届出書の提出
０５操作方法

提出先の追加
０６操作方法

口座情報の登録



規約の内容を確認し、問題がなければ「同
意する」をクリックします。

０６ 操作方法 – 口座情報の登録

利用規約の確認②

③ 口座情報の入力

ダイレクト方式で納付手続きを行う場合に
使用する口座に関する情報や、口座開設時
に金融機関に届けた住所等の情報を入力し、
「次へ」をクリックします。

０１ｅＬＴＡＸとは ０２利用までの流れ
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０６操作方法

口座情報の登録



入力した口座情報を確認し、「次へ」をク
リックします。

０６ 操作方法 – 口座情報の登録

口座情報の確認④

⑤
口座振替依頼書の印刷

・登録した口座情報の内容を確認の上、
「申込用紙印刷」をクリックし、金融機
関宛の宛名ラベルと地方税共同機構ダイ
レクト納付口座振替依頼書を印刷します。

・お手持ちの封筒に金融機関宛の宛名ラベ
ルを貼って、口座届出印を押印した地方
税共同機構ダイレクト納付口座振替依頼
書を金融機関に郵送します。
金融機関で受領され、審査完了後にダイ
レクト方式での納付が可能になります。

０１ｅＬＴＡＸとは ０２利用までの流れ
０３操作方法

事前セットアップ
０４操作方法

利用届出書の提出
０５操作方法

提出先の追加
０６操作方法

口座情報の登録



０６ 操作方法 – 口座情報の登録

地方税ダイレクト納付口座振替依頼書
チェックポイント

①:金融機関が審査結果を登録した整理番号は、諾否に関わ
らず、再度使用することはできません。
利用者IDにひも付く大切な情報なので、整理番号は訂正
不可です。

②:依頼書の出力日が印字されます。

③:「06操作方法‐口座情報の登録」を参考に正確に入力し
てください。

④:お届け印の押印が上手くいかない（かすれ、二重押印、
にじみ等）場合、用紙を再出力して、再度押印してくだ
さい。

⑤:金融機関名、金融機関コード、支店名、支店コード、預
金種別および口座番号（ゆうちょ銀行の場合は記号番
号）は訂正不可です。

⑥:ｅＬＴＡＸの利用者名が記載されます。

⑦:当初口座情報を登録した日付が記載されます。この日付
から120日以内に、金融機関の口座審査が完了しないと、
口座情報データは抹消されます。金融機関の登録に必要
な日数も勘案し、余裕を持った郵送をお願いします。
（金融機関の登録に必要な日数は、リンク先の各金融機関
の情報をご参照ください）

⑧:ｅＬＴＡＸの利用者ＩＤが印字されます。

０１ｅＬＴＡＸとは ０２利用までの流れ
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０６ 操作方法 – 口座情報の登録

金融機関提出用 ご利用者様控え用 宛名ラベル
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